
小型自動車（ホンダ「フリード」）            平成 31年 4 月作成 

軽自動車（ホンダ「Ｎ－ＢＯＸ」） 

 

利用できるかた 

白岡市にお住まい（市内施設に入所しているかたも含む）で、下記のいずれかに該当するかた。 

（１）日常的に車いすを使用しているかた  

（２）歩行が著しく困難なかた 

（３）障がいがあり、公共の交通機関での外出が困難なかた 

（４）その他、社会福祉協議会会長により特に必要と認められたかた 

 

利 用 範 囲 

自宅または入所施設から目的地まで 

利 用 目 的 

①医療機関への通院、社会福祉施設への入所等 

②公共機関への用件 

③行事・イベント等への参加 

④その他、社会福祉協議会会長が必要と認めた用件 

期   間 

連続４日間まで 

※土日祝祭日の利用を希望する場合は、平日に車のカギをお渡しします。 

回   数 

１ヵ月に合計４日間まで 

利 用 料 金 

維持費（１日 1,000円）＋燃料費（下記参照） 

燃料費 

１５キロ未満 ２００円 

２５キロ未満 ３００円 

３５キロ未満 ４００円 

以降走行１０キロごとに１００円 

※１０キロに満たない場合は四捨五入 

利 用 方 法 

窓口で相談と登録の申請をしてください。審査の後、登録可能な場合は登録証（１年間有効）

をお渡しします。登録後はお電話か窓口での予約でご利用を承ります。初回利用時に車両の操

作方法等をお伝えします。 

 

予約受付期間 

利用の 1か月前から 7日前まで（お電話または窓口で予約） 

 
～お問い合わせ～ 

白岡市社会福祉協議会  白岡市千駄野４４５番地 はぴすしらおか内 

電話 ０４８０－９２－１７４６（平日午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

福祉車両貸出サービス 

 

https://2.bp.blogspot.com/-d8TS3LkadI4/VpufskYSKNI/AAAAAAAA3Jo/gVyvo7kENxA/s1600/bg_dote.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-d8TS3LkadI4/VpufskYSKNI/AAAAAAAA3Jo/gVyvo7kENxA/s1600/bg_dote.jpg

